
対象者別の接種するワクチンについて

①１、２回目接種
がまだの方

②４回目接種が
まだの方

従来型ワクチンによる
初回接種を速やかに実施

従来型ワクチンによる
４回目接種を速やかに実施

追加の接種はなし
※４回目接種の対象者のみ

オミクロン株対応ワクチン接種開始

（９月半ば過ぎ）まで
９月半ば過ぎ以降

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種を速やかに実施

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種を速やかに実施

10月半ば以降

・60歳以上等＋18歳以上の医療従事者等

④上記以外の方 追加の接種はなし

ただし、②の一定の完了が見込まれた自治
体においては、自治体判断により、配送ワク
チンの範囲内で、②以外の者であって初回接
種が終了した者（社会機能を維持するため
に必要な事業の従事者や年代別など）の接
種へ移行可

オミクロン株対応ワクチンによる
５回目接種を速やかに実施

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種を速やかに実施

・３回目接種終了者で②の４回目接種の
対象でない者

・60歳以上等＋18歳以上の医療従事者等
で②の４回目接種終了者

③３回目接種が
まだの方

従来型ワクチンによる
３回目接種を速やかに実施

オミクロン株対応ワクチンによる
３回目接種を速やかに実施

従来型ワクチンによる
初回接種を速やかに実施

従来型ワクチンによる
初回接種を速やかに実施

従来型ワクチンによる
３回目接種を速やかに実施
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